
○行政書士等による代理申請の取扱いについて（建設業許可）

申請（届出）者 建設業許可等申請書、

（建設業者・代理申請者） 変更届出書　作成

 　　地方局建設部・土木事務所
（窓口対応）

（事務手続き） ｚ

　　※上記の取扱いのほか、各地方局建設部又は各土木事務所は、別に定めを設けて、事務手続を進めることがあります。

◆行政書士による代理申請について
　行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、行政書士法により禁じられています（法
律に別段の定めがある場合を除く）。
　また、公認会計士・税理士等の資格を有する方も、行政書士会の登録を受けなければ行政書士として活動できませんので、御注意ください。
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・行政書士及び行政書士補助者の方は、窓口にて行政書士証票、行政書士

会会員証又は補助者証の提示をお願いいたします。

※郵送の場合は、行政書士証票等の写しの同封をもって、代理申請

（届出）であることの確認をさせていただきます。

委任状

・行政書士等が代理申請（届出）をする場合には、申請書等への記

名・押印（職員）及び委任状の添付等が必要です。

行政書士証票等

の提示

行政書士証票等

の提示

事務フローチャート（建設業許可）


